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第３期対策のあらまし
（平成２２年度～平成２６年度）

～農業者の皆様へ～

中山間地域等直接支払制度中山間地域等直接支払制度

中山間地域等にお住まいの
生産者を支援します。
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中山間地域等直接支払制度とは？中山間地域等直接支払制度とは？

中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件
が不利な地域において、５年以上農業を続けることを約束した農業
者の方々に対して、交付金を交付する制度です。

中山間地域等

平地農業地域

・傾斜がきつくて農地を広くできない。
・大きな機械で作業できない。
・法面が広くて草刈りが大変。

・・・など。

Ｑ.中山間地域の役割って何？

本制度が対象として
想定している地域

■ 山村、過疎地、離島等の傾斜農用地等が対象。
→詳しくは、２ページ「１．対象地域、対象農用地は？」を参照

■ 「協定」を締結し、５年以上農業生産活動を続ける農業者へ交付。

■ 交付金の使途は特に制限はありません。

制度のポイント

平野の外縁から山間に至る中山間地域は、我が国の国土面積の約７割、経営耕地面積の約
４割を占める重要な農業生産地域です。

また、流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村は、水源かん養機能、
洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と
豊かな暮らしを守る役割を果たしています。
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制度の概要制度の概要

１．対象地域、対象農用地は？１．対象地域、対象農用地は？

対象地域

・「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」

「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」

の指定地域

・地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域

対象農用地

交付金の対象となるには、地域や実施する活動などについて一定の
基準を満たすことが必要です。

「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準

等を満足する農用地が１ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向け

た共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ha以上。

※1ha以上の一団の農用地とは・・・、
・1ha以上の団地
・集落協定に基づく共同取組活動が行われる複数の団地の

合計面積が１ha以上 【第３期の見直しで追加】→８ページ
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（ 傾斜1/100 ）

畑、草地、採草放牧地
（ 傾斜：8° ）

③小区画・不整形な田

④高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にある農用地

⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地

⑥傾斜地と同等の条件不利地として都道府県知事が定める基準に該当する農用地(離島等の平地)

傾斜基準等

対象農用地の中から、「１ｈａ以上の一団の農用地」を構成。
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お住まいの地域の指定状況に
ついては、最寄りの市町村へ
お問い合わせ下さい。



２．協定とは？２．協定とは？

○ 交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を
取り決めた「協定」を締結し、５年間以上農業生産活動を継続す
る必要があります。

交付対象者

協定に基づき５年間以上継続して行う農業者等※

※「農業者等」とは、農業者、第３セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織などを指します。

交付対象となる行為

協定に基づき５年以上継続して行われる農業生産活動等

＜集落協定で取り決める内容＞＜集落協定で取り決める内容＞

ア．協定の対象となる農用地の範囲

イ．構成員の役割分担 ： 農用地の管理者及び受託の方法、水路・農道の管理活動の内容と作業
分担、経理担当者、代表者等

・集落の10～15年後を見据えた将来像
・将来像を実現するための５年間の活動計画

ウ．集落マスタープラン

エ．協定で取り組む活動内容（交付金の交付要件となる活動の選択）

3

集落の現状把握 ：集落の置かれている状況はどうか。
集落の良いところ・足りないところは何か。（自由な意見）

目標の設定 ：今後、どのような集落にしていきたいのか。
活動工程の作成 ：そのために、取り組むべきことと、その順序をどうするか。

工程（長期計画、中期計画、短期計画）に無理はないか。

活動の役割分担 ：集落内外の人材を活用できないか。
一部の人への過度の負担はないか。
主に実施する者、補助を行う者などが活動毎に決まっているか。

取
組
結
果
を
踏
ま
え
た
修
正

メンバーの合意

活動の振り返り
・活動の評価
・支出等の結果報告

情報の共有
定期的な会合

集落協定の策定と活動の流れ（イメージ）

協
定
締
結
に
向
け
た
話
し
合
い

Ｑ.どうして作らないといけないの？

現在行われている農業を続けていくことはもちろん重要で
すが、同時に、将来にわたって続けられるような体制を考え、
それを計画的に少しずつ実現していってもらいたいからです。

オ．その他、交付金の使用方法など

活動の実施

協定の締結



①集落協定で必ず実施しなければならない事項（必須）

■集落マスタープランの作成

■農業生産活動等

・耕作放棄の発生防止活動

・水路・農道等の管理活動

（泥上げ、草刈りなど適切な施設の管理・補修）

■多面的機能を増進する活動（次のうち１つ以上を選択）

・国土保全機能を高める取組

・保健休養機能を高める取組

・自然生態系の保全に資する取組

②通常単価を受けるためのより前向きな取組

○Ａ要件（次のうち２つ以上を選択）

・協定農用地の拡大 【第３期の見直しで追加】→７ページ

・機械・農作業の共同化

・高付加価値型農業の実践

・地場産農産物等の加工・販売

・農業生産条件の強化【第３期の見直しで追加】→７ページ

・新規就農者の確保

・認定農業者の育成

・多様な担い手の確保【第３期の見直しで追加】→７ページ

・担い手への農地集積

・担い手への農作業の委託

注）小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄地率の高い農地の場合、緩傾斜の単価と同額となります。
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３．活動内容と交付単価は？３．活動内容と交付単価は？

○Ｂ要件（次のうち１つ以上を選択）

・集落を基礎とした営農組織の育成

・担い手集積化

○Ｃ要件

・集団的かつ持続可能な体制整備
【第３期の見直しで追加】→６ページ

○地目や傾斜区分に応じて、下表の通常単価が交付されます。
（交付単価は10aあたり）

※①のみの取組の場合、交付単価は基礎単価
（通常単価の８割の額）となります。

今は農地の維持で精一杯だけど、
これからみんなで話し合って通常単
価をもらえるように頑張ろう！

今は農地の維持で精一杯だけど、
これからみんなで話し合って通常単
価をもらえるように頑張ろう！

地目 区　分 交付単価（円）

 急傾斜 （傾斜度1/20以上） 21,000

 緩傾斜 （傾斜度1/100以上） 8,000

 急傾斜 （傾斜度15°以上） 11,500

 緩傾斜 （傾斜度８°以上） 3,500

 急傾斜 （傾斜度15°以上） 10,500

 緩傾斜 （傾斜度８°以上） 3,000

 草地比率の高い草地 1,500

 急傾斜 （傾斜度15°以上） 1,000

 緩傾斜 （傾斜度８°以上） 300

田

畑

草地

採草放牧地

■農用地等保全マップの作成及び実践

■以下のＡ～Ｃの要件から１つ以上を選択



Ａ．交付金の使途は特に制限はありません。

なお、農業者戸別所得補償制度が本格的に始まることに合わせて、平成23年度より、概ね半分以上は

農家の方々に配分（個人配分）していただくことを原則としました。ただし、交付金の使い道は、集落協

定の参加者の合意で決めていただくことに変わりはありませんので、これまでと同様に共同で様々な活動

を行うことも可能です。したがって、使い道を変更する場合は、再度協定参加者の合意を得て下さい。

また、共同取組活動のために使用する場合は、農業を続けていくために必要な経費に充てていただき、

使い道を集落協定に明記しましょう。
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① 規模拡大加算

担い手が新たに利用権等を設定した農用地を５年間以上継続して耕作した
場合の加算。

田 ： 1,500円

畑 ： 500円

草地： 500円

② 土地利用調整加算

担い手に対し、新たに協定面積の一定割合以上において利用権等を設定。
要件を満たす集落協定全体の農用地に加算。

田 ： 500円

畑 ： 500円

③ 小規模・高齢化集落支援加算

小規模・高齢化集落の農用地を協定に取り込んだ場合の加算。
【第３期の見直しで追加】→７ページ

田 ： 4,500円

畑 ： 1,800円

④-１ 法人設立加算：特定農業法人

新たに特定農業法人を設立した場合の加算。
1法人10万円/年を上限に協定に対し交付。

田 ： 1,000円
畑 ： 750円
草地： 750円
採草放牧地： 750円

④-２ 法人設立加算：農業生産法人
新たに協定農用地面積の一定割合以上を対象とした農業生産法人を設立し

た場合の加算。
1法人6万円/年を上限に協定に対し交付。

田： 600円
畑： 500円
草地： 500円
採草放牧地： 500円

注１）規模拡大加算と土地利用調整加算を重複して受給することはできません。
注２）同一農用地を対象として特定農業法人に係る加算と農業生産法人に係る加算を重複して受給することはできません。
注３）法人設立加算と戸別所得補償制度における法人化支援を重複して受給することはできません。
注４）耕作放棄地復旧加算は廃止されました。

※ 下記のような取組を実施した場合、交付金の上乗せ加算が受けられます。

○10a当たり加算額

よくある質問

Ｑ.交付金の使途に制限はあるの？

Ｑ.集落の高齢化が進んでいるけど、参加しても大丈夫？

Ｑ.活動していく上での留意点って何？

Ａ．集落協定の締結に当たっては、新たに追加したＣ要件（集団的サポート型）を活用するなどしてご高齢

の農業者も参加いただけるように積極的に働きかけて下さい。仮に体が不自由になったり、病気、死亡な

どにより耕作できなくなった場合には、さかのぼっての交付金の返還は、原則として免除されます。

Ａ．集落協定は参加者全員の取り決めです。特定の人だけに負担が集中したり、内容を知らない参加者がい

るようなことが無いようにしましょう。

そのためにも、以下のことに留意して活動に取り組むよう心がけて下さい。

① 毎年、集落内の話し合いの場を設けましょう。

② 活動計画や交付金の使途は、毎年話し合った上で決定し、その結果については協定参加者全員に知ら
せ、情報を共有しましょう。

③ 話し合った内容や決定事項は、議事録などの形に残しておくと情報の共有に役立ちます。

④ 活動記録（活動日誌、写真、参加者、支出内訳）、領収書、金銭出納簿、協定書などは、５年間保管
して下さい。



＜見直しのポイント①＞
Ｃ要件：集団的かつ持続可能な体制整備（集団的サポート型）の新設

農業の継続が困難となる農地が生じた場合に、誰がどのように管理するのかを集
落協定に位置付けることで、Ｃ要件の達成とみなし、従来では基礎単価のみの交付
対象だった活動内容でも通常単価を受けることが可能となります。

Ａ

Ｂ

後継者もいないし、年もとっ
ていて、自分がリタイアした
ら、みんなに迷惑をかけるか
ら心配だなぁ…。

Ｃ

「（ＡさんやＢさんが病気などの理由で農業が続けられなく
なった場合は）ＣさんやＤさんが引き受ける。」

協定農用地

協定農用地外

Ｄ
「協定外の作業組織、法人、

農業者が引き受ける。」

１ （ＣさんやＤさんを含む）協定農用地全体に対して引き受け方法が取り決められることが必要

です。

２ 取り決め内容を途中で変更することは可能です。

３ １筆の農地において、複数の人がそれぞれの作業毎に引き受けるという取り決めでも構いません。

４ 集落協定参加者間のみで取り決めを行う場合には、作業が軽減できる営農方法についても取り決

めるよう努めてください。

高齢者も安心して農業に取り組める体制づくりを後押し

第２期対策（平成１７年度～平成２１年度）からの
見直しのポイント
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協定への位置付け方（例）



＜見直しのポイント③＞
小規模・高齢化集落支援加算の新設

＜見直しのポイント②＞
農業生産の継続に向けた集落の活動体制の整備（体制整備）
要件の見直し

近隣集落が、小規模・高齢化集落の対象農用地を含めて協定を締結した場合、
交付金の加算措置が受けられます。

【小規模・高齢化集落】 【近隣集落】

集落協定へ取り込み

取り込んだ小規模・高齢化集落
の農用地面積に応じて加算

応援

②農業生産条件の強化

◆これまで本制度を実施してきた集落
→ これまで協定に含まれていなかった対象農用地を新たに取り込み、協定農用地を拡大すること。

◆今回から初めて協定を結ぶ集落
→ 平成26年度までに復旧予定の耕作放棄地又は小規模・高齢化集落の対象農用地を協定に取り

込むこと。

①協定農用地の拡大

自己施工※（協定参加者の共同作業による、ほ場整備、農道・水路の整備等であって、市町村長が認
めるもの）により、農業の生産条件が向上した農用地面積が、協定農用地面積の５%又は0.5ha以上
のうちいずれか多い方の増加となること。
（※自己施工には、補助を受けての直営施工や自らが発注元となる委託の形態も含まれます。）

③多様な担い手の確保

棚田オーナー制度、市民農園、観光農園、学校等と連携した体験農園の実施面積、ＮＰＯ法人、企
業その他市町村長が認める者※の耕作面積の合計が、協定農用地面積の５%又は0.5ha以上のうちいず
れか多い方で実施されること。（※他の要件との重複を防ぐため、認定農業者等は含まれません。）

＜その他＞

①Ａ要件内の全項目から自由に２項目を選べるようになりました。

②多面的機能の発揮にかかる３項目は廃止されました。

（廃止→「保健休養機能を活かした都市住民等との交流」「自然生態系の保全に関する学校教育等との連携」

「多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携」）
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今までの要件に加えて、次の①～③を選択できるようになりました。



本制度の対象農用地は、第２期対策と同様、

「１ｈａ以上の一団の農用地」であることが条件ですが・・・、

「一団の農用地」の定義を変更し、 １ｈａ未満の小さな団地や飛び地を
より取り込みやすくしました。

これまで

・農用地面積（畦畔、法面を含む）が１ha
以上の団地

今回の見直し

・営農上の一体性を有する複数の団地の合計
面積が１ha以上

・集落協定に基づく農用地の保全に向けた
共同取組活動が行われる複数の団地の合計
面積が１ha以上

・（変更なし）

【参考：一団の農用地の定義】
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0.2ha

0.5ha

0.3ha

団地

共同取組活動が行われるなら、
それぞれの団地の面積を足して
１haあればＯＫ！

Ｑ.共同取組活動って何をすればいいの？

それぞれの団地での草刈りや、共通する道路や水路の
清掃など、農業を続けていく上で共同で行うべき活動を
集落の皆さんで話し合って決めて下さい。

取組事例

この集落では、農業者の高齢化に伴う経営規模の縮小や営農意欲の減退、農地の遊休化などにより集落の活
力低下が課題となっていました。

そこで、集落の営農形態の再構築を目指して、既存の営農組合が中心となって協定を締結し、以下の取組を
積極的に進めています。

① 労力軽減に向けた新たな大型共同機械（防除機）の導入
② 地域農業のリーダーとなる担い手（認定農業者）の育成
③ 作業受託を通じた高齢農家などの支援
こうした取組の結果、労力軽減や所得向上により生産意欲が向上し、次世代へ引き継げる営農形態の実現に

向けて期待が持てるようになりました。

※参考（平成21年度時点）

・協定面積 ：39ha（田：30ha、畑：9ha）

・主な作付 ：水稲、黒大豆、牧草等

・協定参加者：農業者67名、非農業者６名

○高齢化等の課題に集落ぐるみで対応（Ａ県Ｂ市）

【集落での話し合い】 【共同機械による防除作業】

＜見直しのポイント④＞ 団地要件の緩和

※全国の取組事例につきましては、農林水産省ホームページ
（ http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html）をご覧下さい。

（例）



手続の流れ手続の流れ

■ 交付金の交付

交付金を受けるまでの手続の流れは以下のとおりです。

・協定書提出期限：毎年６/30
（平成22、23年度は８/31）

■ 市町村基本方針の策定

集 落 市町村

■ 協定書の認定申請
（１年目のみ）

※２年目以降に協定を変更する場合は
変更申請

■ 交付金の交付申請

■ 集落協定の認定

・認定期限：毎年７/31
（平成22、23年度は９/30）

申請

申請

認定

■ 交付金の交付決定
決定

■ 協定活動の実践

■ 交付金の支払請求

・確認期限：毎年９/30
（平成22、23年度は10/31）

■ 対象行為の現地確認
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■ 集落での話し合い
↓

■ 集落協定の締結

■ 集落での話し合い
↓

■ 集落協定の締結

請求

申請書類の様式や記載方法については、
最寄りの市町村へお気軽にお問い合わせください。

申請書類の様式や記載方法については、
最寄りの市町村へお気軽にお問い合わせください。



中山間地域等直接支払制度のご活用については、
最寄りの
・市町村
・県または県の出先機関
・地方農政局
などにお気軽にご相談ください！

本パンフレットや中山間地域等直接支払制度に関するお問い合わせは、
農林水産省 農村振興局 中山間地域振興課（TEL 03-3501-8359）

【メモ欄】


